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年度平成 81 [終了予定] 年度-　 　

台東区在住の当該年度内に２歳になる幼児

〔法令等名〕

2,736

0

　決算額　　(単位：千円) 2,526

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

自転車の転倒事故等による幼児の頭部のケガを防ぐ有効な手段として幼児用ヘルメットを普及させるとともに、家庭における
子供の安全に対する意識を高め、安全で安心なまちづくりの推進を図る。

　

事業区分

物的給付

平成２７年度　事務事業評価シート

なし根拠法令等

事業対象

事務事業名 幼児の安全ヘルメット

その他

所
管

総務部

生活安全推進課

[事業開始]事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

1,029

区に申し込みのあった対象者の世帯にヘルメットを配付する。
一部委託

幼児用ヘルメットの対象年齢である当該年度内に２歳になる子供に無償配付し、あわせて子供の安全・規範意識の啓発用
ペーパークラフトと防犯シールを配付する。

補助金の有無
委託内容

２６年度

なし

件幼児用ヘルメット交付件数

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
991

2,736

2,294

％
成果指標

幼児用ヘルメット交付率

1,999　人にかかるコスト（人件費など）

3

5,060

子供の安全意識向上のため、ヘルメット送付時に子供が犯罪に被害に遭わないよう親子で学べる防犯シールを作成
し、27年度から配付している。また、自転車盗難被害防止等のチラシを同封し防犯に関する注意喚起を行っている。

0

73.0 70.6

5,060

2,324

0

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 4,526

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

自転車転倒事故等による幼児の頭部損傷を防ぐとともに、子供の安全に関する意識の向上を
図るためには、幼児用ヘルメットを継続的に配付することが効果的である。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

道路交通法では子供が自転車に乗車する際のヘルメット着用が努力義務となっている。自転車転倒時等の頭
部損傷事故は重傷化しやすいので、被害を減らすために引き続き、着用促進事業として継続する必要があ
る。

維持

評
価
結
果

２６年度目標までは到達しなかったが、対象者の約７割に配付しており、事故防止と安全に対する意識の向上
に役立っている。

4
自転車の転倒事故等による幼児の頭部のケガを防ぐ等の目的を効果的に達成するための手段として適切で
ある。また、配付を希望する区民の方が適切にサービスを受けられるよう、健診時のチラシ配付・「子育てハン
ドブック」への事業案内の掲載等幅広く事業の周知に努めている。

配付する幼児用ヘルメットの色・サイズの種類を必要最小限に抑える、申込書と申込書に同封するチラシを一
部手作りする等、効率的な事業運営に努めている。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 3

0

4,526

財源項目

(単位：千円)

必要性

0

0 0

4,498

4,498

0

効率性

2,204

0

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

1,100

2,204

69.8

972

70.4

2,527


